
4ξ'内閣府よりお知らせ

「重要土地等調査法上淘に基づき、

令和5年2月1目0村に、

「注視区域」・「特別注視区域」の指定

が施行されました。

[刈正式な法律名

【重要土地等調査法について】

◆国は、重要施設(防衛関係施設等)の周囲おぉむね1,ooomの

区域内及ぴ国境離島等の区域内の区域を、「注視区域」・「特別

注視区域」として指定します。

◆区域の指定が施行されると、その区域内で重要施設等の機能を

阻害する行為(機能阻害行為)が行われていないか調査します。

「重要施設周辺及ぴ国境離島等における土地等の利用状況の調査及ぴ

利用の規制等に関する法律」

◆機能阻害行為が確認されましたら、土地や建物の利用者に対し、

機能を阻害する利用の中止等の勧告・命令を行うこととしており

ます。

お住いの地域力圷注視区域」・件寺別注視区域」として指定されているかどうか

は、この冊子に差し込まれている図面をで参照ください。

なお、より詳細な図面を、内閣府のホームページ(4ページに記載)1こ掲載して

いますので、あわせてこ参照ください。



については、
^

田

所有権等の移転等をする契約を締結する場合、
要となります。国への

^

^^

^^

の移転 (内容

)の口移転口設定(内容

届出の対象となる権利が所有権の場合

は、「所有権」にチエック(レ点記入)

20XX年XX月Xxe

的

1番2の 1

3

届出の対象

面積(建物[打の場合は、各階

⑳床面積の合計)か 200平方

届出の対象と

なる契約

内容

メートル以上の土地及ぴ建物

届出を行う

必要がある者

売買、贈与、交換、形成権

(予約完結権、買戻権りの譲渡

等(これらの予約である場合

も含みます.)

届出の期限

蒲考

[・:・]マンションは、

専有部分の床面積

が2回回平方メート

ル以上である場合、

届出の対象になり
ます

契約の当事者

0 当事者の氏名叉は名称
及ぴ住所[打

0 土地等の所在及ぴ面積

0 土地等に関する所有権等
の種別及ぴ内容

0 土地等の利用目的

0 譲受け予定者等の国籍等

0 土地等の利用の現況

0 契約予定日

{

届出は、地聿物4 取 1三体をま佑1す
^

^

^

りせん。

契約締結前(一部を除《.)

届出事項

届出様式信B載例)

賃貸借、相続等は

対象外です。

別記様式第三(第四条関係)

売主と買主の双方

2

が届出を行う必要
があります。

内閣総理大臣殿

売主と買主が連名で届出を行う場合の様式

※売主又は買主が単独で届出を行うこともできます。

土地等売買等届出書

氏名

玉籍譲受け予定者等が法人の場合は、

(法人の場合) 図ヨ「該当」又は「非該当」のいずれか

にチエック(レ点記入)が必要

連絡先 XXX-XXXX-XX X

重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用規制等に関する

法律第13条第1項の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。

代表者が日本の国籍を有しない場合等土地又は建物ごとに、それぞれーつずつ記載
記

には、「該当」にチエック(レ点記入)
1 土地等に関する事項

届出者

餓渡し予定者靭

面積(床面積)

[打法人の場合は、

その代表者の氏名

も必要となります.

届出者

隈受け予定者制

住所

氏名

連絡先

370. oo rr;

290. oo rr;

A県B市00一丁目2番3号

住所

乙山次郎

臣亜

20XX年XX月Xxe

XXX-XXXX-XXXX

図

口建物

口土地

図建物

A県B市00一丁目1番1号

所在

A県B市△△一丁目1番2

株式会社△△不動産

代表取締役甲'太郎

日本

府厶第5久 1項 2号該当性口該当

担当者■■

A県B市△△一丁目1番2

も4 で木

2 所有権等の種別・内容

利用の現況

宅地

3

届出先

郵送で届出を行う場合

〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1

内閣府政策統括官(重要土地担当)届出担当

オンラインで届出を行う場合

内閣府のホームページ(裏面に記載)1こある専用サイトにアクセス

以上のほかにも、届出に関する手続きや様式・記載要領を、内閣府のホームページ(裏面に

記載)に掲載していますので、で参照ください。

利用

居宅

4 契約予定日

図所有権

口その他(

宅地、居宅目

一
=



.
自分の土地や建物が指定された区域内にあるかどうかは、どのように

して調べることができますか?

よくあるこ質問

AI
下記の内閣府のホームページに詳細な区域の図を掲載していますの

で、そちらでで確認ください。

区域指定によって、土地や建物の取引ができなくなりますか?

また、日常生活や事業活動にどのような影響が生じますか?

特別注視区域内においては、土地や建物の売買等にあたり、届出が

必要となる場合がありますが、不動産の取引自体を規制するものでは

ありません。

また、機能阻害行為が確認された場合、その行為をやめるよう勧告・

命令する等の措置を行う制度であり、一般的な生活や事業活動には

影響ありません。

A2

.
調査とは具体的にどのようなものですか?

思想や信条に係る情報も調査対象ですか?

A3

不動産登記簿等の収集を基本とした調査を国が行います。

思想や信条に係る情報を含め、その土地や建物の利用に関連しなし

情報を調査することはありません。

お問い合わせ先

内閣府重要土地等調査法コールセンター

TEL :0570-001-125 (平日 9:30~17:30)

内閣府のホームペー.

htt.Sゾ/VVVVVV.cao.0.'

4

内閣府重要土地

回.写/tochi・chosa

検索P 回.

内閣府政策統括官(重要土地担当)
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この地図は、地理院地図に区域情報を追記して作成しています。
また、地図上に記載した区域を示す線は、データ作成上の誤差が含まれます。本図は、令和4年9月時点のものです。

ト
..

/
.^

J

f ,"詠

.^゛

ノ

、

1

区域線

特別注視区域

戸

/

jl

争冬
武尿ブ

紋別郡

武町

府ノグ

'内"

゛゛

凡例

区ヨ

別郡

,^

紋別郡＼V

武町

g金ψ

N
《

δ
ヲ

゛
 
P
/

a
φ
出

.
/

§
留
勿

イ
ノ
ザ
ム
4

,
哉

.

0

y
0

弓
訂

.
/

イ
)
.
〆

ム

ノ
}

,
,

.
ノ

.
~

枝


